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総合調整会議（２０２５．１．１５） 

○日 時 ： 令和７年１月１５日（水） 午前９時００分～午前１１時１０分 

○場 所 ： 庁舎３階 談話室 

○出席者 ： 市長、副市長、部長等 

○欠席者 ： なし 

 

＜会議内容＞ 

１．市長の指示事項 

市長の指示事項 

・特になし 

 

２．審議事項 

【案件名】持続可能な自治会活動に向けての取り組みについて 

→市民部長、自治振興課長より説明 

［市民部長］ 

・継続案件となっていることから、変更点を中心に再度審議いただくもの。 

 

区分：決 定 

 

 

【案件名】令和７年度 国民健康保険税率（案）について 

→健康福祉部長、保険年金課長より説明 

［健康福祉部長］ 

・令和７年度の栗東市国民健康保険税率方針について、審議いただくもの。 

 

区分：決 定 

 

 

【案件名】第４次栗東市子ども読書活動推進計画策定について 

→教育部長、生涯学習課長より説明 

［教育部長］ 

・継続案件となっていることから、変更点を中心に再度審議いただくもの。 
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区分：決 定 

 

 

３．報告事項 

【案件名】北中小路工業団地および東部地区新産業拠点における経過概要について 

→市長公室長、企業立地推進課長より説明 

［市長公室長］ 

・北中小路地先および六地蔵地先における企業立地の状況について、議会へ説明するにあた

り、その内容を報告するもの。 

 

区分：継 続 ※提出資料について再考のうえ、次週報告すること。 

 

 

【案件名】会派要望に対する回答について（公明栗東） 

→政策推進部長より説明 

［政策推進部長］ 

・令和６年９月３０日、１０月３１日付で提出された要望書に対する本市の回答内容につい

て報告するもの。 

※令和６年１２月１８日の総合調整会議後に修正があった事項の報告 

 

区分：了 解 

 

 

【案件名】会派要望に対する回答について（新政会） 

→政策推進部長より説明 

［政策推進部長］ 

・令和６年１０月２８日付で提出された要望書に対する本市の回答内容について報告するも

の。 

 

区分：了 解 
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【案件名】滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について 

（回答） 

→政策推進部長、政策調整課長、建設部長、環境経済部長より説明 

［政策推進部長］ 

・令和６年１２月２５日付、滋行経推第 273 号で滋賀県知事より協議依頼があった滋賀県か

らの事務移譲について、「意見なし」として県へ回答することを報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 

【案件名】企業版ふるさと納税の活用に係る地域再生計画の認定申請について（事前申請） 

→政策推進部長、地方創生企画課長より説明 

［政策推進部長］ 

・引き続き、「企業版ふるさと納税」制度を活用することから、第 73 回地域再生計画の認定

申請（事前申請）を行ったことについて報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 

【案件名】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る事業照会による提出事業につ 

いて 

→政策推進部長、地方創生企画課長より説明 

［政策推進部長］ 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して令和７年度に実施する事業の選定結

果について、報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 

【案件名】新しい地方経済・生活環境創生交付金【デジタル実装型 TYPE１】（旧デジタ 

ル田園都市国家構想交付金）に係る事業照会結果及び選定事業報告について 

→政策推進部長、地方創生企画課長より説明 
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［政策推進部長］ 

・新しい地方経済・生活環境創生交付金【デジタル実装型 TYPE１】（旧デジタル田園都市国

家構想交付金）を活用して令和 7 年度に実施する事業の選定結果について、報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 

【案件名】予防歯科並びに各種疾病の発症予防と重症化予防の推進について 

→健康福祉部長、健康増進課長より説明 

［健康福祉部長］ 

・予防歯科並びに各種疾病の発症予防と重症化予防の推進にかかる今年度の取り組み内容に

ついて、報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 

【案件名】都市計画法第 34 条第 11 号の区域指定について 

→建設部長、住宅課長より説明 

［建設部長］ 

・新たに都市計画法第 34 条第１１ 号の区域指定を行うにあたり、その内容を報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 

３．閉会 

副市長からの挨拶 

・時代の変化にあわせて、市民のニーズも変化する。本市の施策や事業についても、変化に

柔軟に対応できるよう、適宜見直しを進められたい。 


